
知見者招集時の労働災害に関する規程 

 

［ 

制定 令和７年３月 31日 

］ 最終改定 令和７年３月 31日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人におい・かおり環境協会（以下「本協会」という。）定款第４条

に定める事業の遂行に際し、本協会が招集した者に、負傷及び死亡事故（以下「労働災害」とい

う。）が生じた際の補償について、必要な事項を定めるものである。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、次の各号で生じた労働災害に適用するものとする。 

一 本協会が主催する試験、会議及び学会等の開催会場と招集された者の発着地点（自宅又は所

属機関）との移動途中 

二 本協会が主催する試験、会議及び学会等の開催会場での事業遂行中 

三 本協会が依頼した測定・調査・研究の実施場所と臭気対策アドバイザーの発着地点（自宅又

は所属機関）との移動途中 

四 本協会が依頼した測定・調査・研究の事業遂行中 

五 その他本協会の目的を達成するために必要な事業の遂行中 

２ 他団体との共催により行われる事業については、共催団体と協議の上決定する。 

 

 （対象者）  

第３条 この規程は、本協会が招集又は調査を依頼した次の者に適用する。  

一 定款第 22条に定める理事及び監事 

二 定款第 29条に定める顧問 

三 定款第 53条に定める委員会の委員（部会の委員を含む） 

四 本協会主催の事業に招聘された講演者、表彰者、司会者及び運営アルバイト 

五 臭気対策アドバイザー 

六 その他会長又は委員長が必要と判断した者 

 

（保険加入の対象者） 

第４条 前条の者に招集又は調査依頼する際、事前に所属機関の労災保険適用の可否を確認する。 

２ 所属機関の労災保険適用ができない場合、対象者自身が契約している保険で対応できるかどう

かを確認する。 

３ 所属機関の労災保険もしくは対象者自身が契約している保険での対応ができない者（以下「対

象者」という。）に保険加入を依頼する。保険加入に係る費用に関しては本協会が負担する。 

 



（加入保険） 

第５条 対象者は、事業遂行前に旅行および滞在先での労働災害を対象とした保険に、自ら契約手

続きを行うこととする。 

２ 加入する保険の補償内容としては、移動時及び移動先において対象者自身への補償、他人への

賠償責任の補償等を含むものとする。 

３ 労働災害が発生した際は、対象者又は対象者の遺族が手続きを行い保険金を受け取る。 

  

（その他） 

第６条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、会長が定める。 

 

（改廃） 

第７条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則（令和６年度電磁的方法による理事会決議） 

この規程は、令和７年３月 31 日から施行する。 

 


